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令和８年度ＪＲ大湊線活性化協議会総会 議事録 

 

１ 開催日時 

  ・令和８年４月１３日（月） 午後２時１０分～午後２時４０分 

 

２ 開催場所 

  ・むつグランドホテル 孔雀の間 

 

３ 出 席 者 

  （会  員） 

    むつ市長                       山 本 知 也 会 長 

野辺地町長                         野 村 秀 雄 副会長 

横浜町長                          石 橋 勝 大 副会長 

大間町長                             野 﨑 尚 文 

東通村長                        畑 中 稔 朗 監 事 

風間浦村長                         冨 岡   宏 

佐井村長                           太 田 直 樹 

七戸町長                        田 嶋 邦 貴 

東北町長                          長久保 耕 治 監 事 

六ヶ所村長                      橋 本 隆 春 

  （オブザーバー） 

    東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社  

企画総務部 マネージャー                菅 原   賢 

    国土交通省 東北運輸局 青森運輸支局 支局長     吉 田 瑶 子 

    青森県 上北地域連携事務所 地域支援課 課長     新 岡 太 郎 

    青森県 下北地域連携事務所 地域支援課 課長     木 村   崇 

  （事 務 局） 

    むつ市 政策推進部 部長               小笠原 洋 一 事務局長 

    むつ市 政策推進部 次長               岩 瀬 圭 吾 

    むつ市 政策推進部 交通政策課 課長         角 本 昌 史 

    むつ市 政策推進部 交通政策課 主査         丸 谷 知 功 

    むつ市 政策推進部 交通政策課 主査         山 崎 未 来 

             

４ 総会資料 

  ・次第 

  ・出席者名簿 

  ・席図 

  ・令和８年度ＪＲ大湊線活性化協議会総会資料 

  ・令和７年度監査報告書 
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５ 議事 

(1) 開   会 

・事務局進行のもと開会 

 

(2) 出席者紹介 

・事務局より、委員及びオブザーバーの紹介 

 

(3) 挨   拶 

・むつ市長 山本 知也（協議会会長） 

 

(4) 議   事 

議案第 1号 令和７年度事業報告 

・事務局より、総会資料 P.２～５のとおり説明を行った。 

・大湊線利用実績の分析 

・ＪＲ大湊線利用促進助成事業 

・イベントカレンダー作成事業 

【意見・質問等】 

・異議なし 

⇒全員一致で承認された。 

 

監査報告 令和７年度会計監査報告 

・監事である長久保東北町長より、監査報告を行った。（令和７年度監査報告書） 

⇒審査の結果、決算関係書類の計数は正確であることを報告 

 

議案第２号 令和７年度収支決算 

・事務局より、総会資料 P.７のとおり説明を行った。 

・収入額合計 ２６０万４，３２５円（沿線自治体による負担金など） 

・支出額合計 １４７万３，０７０円（ＪＲ大湊線利用促進助成事業費など） 

【意見・質問等】 

・異議なし 

⇒全員一致で承認された。 
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議案第３号 令和８年度取組方針（案） 

議案第４号 令和８年度事業計画（案） 

議案第５号 令和８年度収支予算（案） 

・事務局より、総会資料 P.８～１０のとおり説明を行った。 

・令和８年度の方針として、令和７年度に実施したＪＲ大湊線利用促進助成事業の結果を踏

まえ、観光分野と連携・強化が図られた事業を継続し、並行して大湊線の路線利用実績デー

タや路線の利用促進・地域活性化につながる情報の収集・分析等に取り組むことが示され

た。 

・令和８年度事業では、大湊線利用実績の分析を継続し、ＪＲ大湊線利用促進事業として、

構成自治体の特産品をお土産としてプレゼントする『ＪＲ大湊線に乗って おみやゲット！

キャンペーン』に取り組む。 

・収入額合計 １４３万３，０００円(沿線自治体による負担金など) 

・支出額合計 １４３万３，０００円(ＪＲ大湊線利用促進事業など) 

【意見・質問等】 

・異議なし 

⇒全員一致で承認された。 

 

議案第６号 役員の改選について 

・事務局より、総会資料 P.１１のとおり説明を行った。 

・協議会規約第５条第１項の規定により、会長が指名することとなっていることから、総会

資料 P.１２のとおり、下北地域から風間浦村長、上北地域から六ヶ所村長を指名した。 

 

※議事は以上で終了 

 

(5) そ の 他 

・特になし。 

   

出席者から一言ずつ御挨拶を頂いた。 

 

 

(6) 閉   会 

 ・事務局進行のもと閉会 

 


